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大阪府営東大阪島之内住宅民活プロジェクト契約書 

 

１．事 業 名 大阪府営東大阪島之内住宅民活プロジェクト 

 

２．事 業 場 所 大阪府東大阪市島之内 2 丁目 5－3の一部、5－7 

（ただし、別紙図面中赤線で囲まれた範囲の土地） 

 

３．事 業 期 間 自  大阪府議会の議決のあった日 

 至    府営住宅の所有権移転日・引渡しに係る一切の手続が完了

し、活用用地上に整備される民間住宅等の整備が完了し、か

つ、活用用地に設定された買戻し登記の抹消登記手続が完了

した日 

 

４．契 約 金 額   府営住宅整備の対価 金               円 

                   （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金     円） 

活用用地の対価   金               円 

 

５．契 約保証金    金               円 

 

 

上記の事業について、大阪府と事業者グループとは、おのおの対等な立場における合意に

基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、「民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第 9 条の規定による大阪府議

会の議決がなされたときは、これを本契約とする。  

 



 

この仮契約締結の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有す

る。 

 

平 成  年  月  日 

 

 

           府                                    

           大阪府知事 

 

 

                              

          事業者 

             

（建設企業） 所在地 

       商号又は名称 

       代表者氏名 

 

 

 

 

（設計企業)  所在地 

商号又は名称 

       代表者氏名 

 

 

 

 

 

 

（用地活用企業） 所在地  

商号又は名称 

         代表者氏名 
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前文 

 

大阪府（以下「府」という。）は、民間事業者の優れた能力等を活用して、府営住宅の整

備及び民間による住宅や施設等の整備を行い地域のまちづくりに資することを目的として、

大阪府営東大阪島之内住宅の整備事業を実施することとした。 

府は、本事業（第 1 条(5)で定義）の実施にあたり、「民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）」の趣旨にのっとり、民間企業

の能力を最大限に活用するために、府営住宅の設計、建設、所有権移転及び活用用地にお

ける整備事業からなる事業を事業者グループに対して一体の事業として発注することとし

た。 

府は、本事業の入札説明書に従い入札を実施し、事業者グループ (  、   、   

により構成)を落札者として決定し、これを受けて事業者グループは、本事業を共同して進

めるものとし、府と事業者グループは、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり

合意した。 

府と事業者グループは、本件契約とともに、入札説明書等、入札説明書等に関する質問

等への回答書類及び事業者グループ提案書類（それぞれ第 1 条(1)、（2）、（3）で定義。）に

定める事項が適用されることを確認する。 

なお、府と事業者グループは、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力し

なければならない。また、事業者グループの構成員についても、互いの業務が円滑に履行

されるように相互に努力するものとする。 

 

☆注：なお、事業者グループに相当する企業が単独企業である場合及び事業者グループを

構成する企業が出資をした本事業を行うことを目的とする特別目的会社が本事業を実施

する場合には、「事業者グループ」を「事業者」と読み替えるものとする。 

 

第１章 用語の定義 

 

（定義）  

第 1 条 本件契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 「入札説明書等」とは、本事業（本条(5)で定義。）に関し平成 16 年 4 月 6 日に公

表された入札説明書（説明会配付資料を含む。）及び同入札説明書に添付された要求水

準書（添付図を含む。）、落札者決定基準、様式集等の一切の書類をいう。 

(2) 「入札説明書等に関する質問等への回答書類」とは、入札説明書等に関して提出さ
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れた質問書等をもとに府が作成、公表した回答書類をいう。 

(3) 「事業者グループ提案書類」とは、入札説明書等に記載の府の指定する様式に従い

作成され、事業者グループが府へ提出した別紙１記載の書類をいう。 

(4) 「本件契約締結にいたるまでの説明書」とは、入札説明書等及び入札説明書等に関

する質問等への回答書類をいう。 

 (5) 「本事業」とは、府営住宅の整備及び活用用地における整備事業のことであり、事

業者グループが実施する別紙２記載の範囲の事業をいう。 

(6) 「事業用地」とは、別紙３記載の本事業の実施予定地をいう。 

(7) 「府営住宅」とは、本件契約に基づき事業者グループが建設する府営住宅及び付帯

施設等（本条(8)で定義。）をいう。 

(8) 「付帯施設等」とは、府営住宅に付帯する別紙４記載の施設等をいう。 

(9) 「府営住宅整備用地」とは、府営住宅を建設する土地をいう。 

(10) 「活用用地」とは、事業用地のうち府営住宅整備用地以外の土地で、府が事業者グ

ループに所有権移転し、事業者グループが民間住宅等（本条(11)で定義。）を整備する

土地をいう。 

(11) 「民間住宅等」とは、本件事業において民間事業者が整備する住宅や施設等をいう。 

(12) 「建設期間」とは、府営住宅の建設工事着工の日から、府により完工確認書が交付

される日までの期間をいう。 

(13) 「府営住宅整備の対価」とは、府営住宅の整備業務に対する整備費相当の対価及び

これに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせたものとして本件契約に規定する

金額をいう。 

  「活用用地の対価」とは、活用用地の対価として本件契約に規定する金額をいう。 

(14) 「建設企業」とは、事業者グループの構成企業のうち、府営住宅の施工、所有権

移転及び引渡しを担当する企業をいう。 

(15) 「設計企業」とは、事業者グループの構成企業のうち、府営住宅の設計を担当す

る企業をいう。 

(16) 「用地活用企業」とは、事業者グループの構成企業のうち、府から活用用地を取

得し、民間住宅等の整備を担当する企業をいう。 

(17) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、

その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、府及び事業者グループ

のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、法令の変更は、不可抗

力に含まれない。 

(18) 「法令」とは、法律、命令、条例、政令、省令、規則若しくは通達、基準、ガイド

ライン又は裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める規

定、措置等をいう。 
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第２章 総則 

 

（目的） 

第 2 条 本件契約は、本事業における府、事業者グループ及び事業者グループの構成企業

の役割並びに基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を

定めることを目的とする。 

 

（事業遂行の指針） 

第 3 条 事業者グループは、本事業を、本件契約、本件契約締結にいたるまでの説明書及

び事業者グループ提案書類に従って遂行しなければならない。 

２ 本件契約、本件契約締結にいたるまでの説明書及び事業者グループ提案書類の内容が

異なる場合、その優先順位は、府の選択によるものとする。 

 

（本事業の概要） 

第 4 条 本事業は、別紙 2 記載の事業範囲に属する府営住宅整備、活用用地の府からの取

得、民間住宅等整備及びこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。 

２  本事業の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 事業者グループは、自らが提案した提案書記載内容に基づき、事業計画を策定し府

に提出すること。 

(2) 府は、事業者グループが提案した提案書記載内容に基づき、府の費用負担にて事業

用地を府営住宅の整備用地と活用用地に分割し、分筆登記手続を行う。 

(3) 事業者グループは、自己の責任及び費用において、本件契約、本件契約締結にいた

るまでの説明書及び事業者グループ提案書類に従い、別紙５記載の事業日程、第 17 条

に定める施工計画書及び要求水準書記載事項に従い、かつ、第 13 条規定の基本設計及

び実施設計に基づき、府営住宅整備用地に府営住宅を建設し、完成後府営住宅の所有

権を府に移転し、引き渡すものとする。 

(4) 事業者グループは、自己の責任及び費用において、本件契約で定めるところに従い、

活用用地を府より取得し、本件契約、本件契約締結にいたるまでの説明書及び事業者

グループ提案書類に従い、民間住宅等の整備を行う。 

 (5) 府は(1) (3)号に基づく事業者グループの府営住宅整備の対価を第32条により支払

う。 

 

（事業日程） 

第 5 条 本事業は、別紙５記載の事業日程に従って実施されるものとする。 

 

（事業者グループの資金計画） 
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第 6 条 本事業に関連する費用は、本件契約に特段の規定のある場合を除き、すべて事業者

グループの負担とし、かつその調達は事業者グループの責任においてなすものとする。 

 

（許認可及び届出等） 

第 7 条 府営住宅の設計及び建設工事に関する本件契約上の義務を履行するために必要な

一切の許認可は、事業者グループが自己の責任及び費用において取得し、また、必要な

一切の届出についても事業者グループが自己の責任及び費用において提出するものとす

る。ただし、府が取得すべき許認可、府が提出すべき届出は除く。 

２ 事業者グループは、前項の許認可及び届出に際しては、府に書面による事前説明及び

事後報告を行うものとする。 

３ 府は、事業者グループからの要請がある場合、事業者グループによる許認可の取得、

届出等に必要な資料の提出その他府が事業者グループにとって必要と判断する事項につ

いて協力するものとする。 

４ 事業者グループは、府からの要請がある場合は、府による許認可の取得、届出等に必

要な資料の提出その他府が必要とする事項について協力するものとする。 

 

（建設に伴う各種調査） 

第 8 条 府は、府が実施し、かつ、入札説明書等にその結果を添付した測量の実施又は結

果に誤りがあった場合は、当該誤りに直接起因する損害について、その責任を負うもの

とする。  

２ 事業者グループは、自らの責任及び費用負担において、府営住宅の建設工事の周辺地

域に対する家屋調査を行うものとする。 

３ 事業者グループは、府営住宅の建設工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査を

自らの責任と費用負担において行うものとする。また、事業者グループはかかる調査等

を行う場合、府に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは当該調査

に係る報告書を作成し、府に提出して、その確認を受けなければならない。 

４ 事業者グループは、第 3 項に定める調査又は業務を実施した結果、府の調査等の内容

と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに府に通知し、その確認を求めな

ければならない。この場合において、府及び事業者グループは、その対応につき協議す

るものとする。 

５ 府営住宅整備用地の事前に予期することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染

及び埋蔵文化財等に起因して発生する増加費用及び損害については事業者の負担とし、

府はこれを負担しない。ただし、当該事由により事業の継続が不能、または事業の継続

に過分の費用を要すると府が認める場合は、府は事業計画の変更について事業者グルー

プとの協議に応じるものとする。 
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（建設に伴う近隣対策） 

第 9 条 事業者グループは、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺

住民に対して本事業につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。府は、

必要と認める場合には、事業者グループが行う説明に協力するものとする。 

２ 事業者グループは、自らの責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の

断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他の本件工事が近隣住民の生活環境

に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対

策の実施について、事業者グループは、府に対して、事前及び事後にその内容及び結果

を報告する。 

３ 事業者グループは、近隣対策の不調を理由として本事業の計画の変更をすることはで

きない。ただし、事業者グループが本事業の計画を変更しない限り、更なる調整によっ

ても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして府に協議を申し入れた場合、府は

事業者グループとの協議に応じるものとし、協議の結果、府においてやむを得ないと認

める場合には、事業者グループに対し本事業計画の変更を承諾することができる。 

４ 近隣対策の結果、府営住宅の竣工の遅延が見込まれる場合において、事業者グループ

が請求した場合には、府及び事業者グループは協議の上、速やかに、竣工予定日を変更

するものとする。 

５ 近隣対策の結果、事業者グループに生じた費用及び損害（近隣対策の結果竣工予定日

が変更されたことによる費用増加も含む。）については、事業者グループが負担するもの

とする。ただし、府営住宅を設置すること自体について直接起因して必要となった近隣

対策に要する費用及び損害であると府が認めたものについては府が負担する。 

 

第３章 府営住宅整備用地の貸与 

 

（府営住宅整備用地の貸与） 

第 10 条 府は、事業者グループとの間で別紙 7の使用貸借契約を締結し、事業者に対して

府営住宅整備用地を無償で貸付けるものとする。 

 

（使用の目的） 

第 11 条 事業者グループは、府営住宅を整備する目的以外で府営住宅整備用地を使用して

はならない。 

２ 事業者グループは、府営住宅整備用地が府有財産であることを常に配慮し、善良な管

理者の注意義務をもって使用しなければならない。 

 

（貸与期間） 

第 12 条 府営住宅整備用地の貸与期間は、府営住宅の建設工事着工の日から府営住宅の所
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有権移転・引渡し予定日までとする。 

 

第４章 府営住宅の設計 

 

（設計） 

第 13 条 事業者グループは、本件契約締結後速やかに、府営住宅の基本設計を開始し、府

による状況の確認を受けるとともに、設計着手前に提出して府の承認を得た設計に関す

る工程表に定める期日に別紙 8 記載の図書を府に提出する。府は、提出された図書につ

いて、その内容に応じ別途府が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事

業者グループに通知するものとする。なお、基本設計は、当該変更通知を踏まえた修正

の完了を府が確認した段階で完了するものとし、府による当該変更通知は、第 15 条に規

定する設計変更には該当しないものとする。府は、事業者グループの求めがあった場合

には、内容を確認した旨の通知書を事業者グループに交付する。 

２ 事業者グループは、前項による府の確認後速やかに、府営住宅の実施設計を開始し、

府による状況の確認を受けるとともに、前項記載の工程表に基づき、実施設計完了時に、

別紙 9 記載の図書を府に提出する。府は、提出された図書について、その内容に応じ別

途府が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事業者グループに通知する

ものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了す

るものとし、府による当該変更通知は、第 15 条に規定する設計変更には該当しないもの

とする。府は、事業者グループの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を

事業者グループに交付する。 

３ 事業者グループは、本件契約、本件契約締結にいたるまでの説明書及び事業者グルー

プ提案書類に従い、府営住宅の基本設計及び実施設計を行うものとする。事業者グルー

プは、府営住宅の基本設計及び実施設計に関する一切の責任（設計上の不備及び事業者

グループによる設計変更から発生する増加費用の負担を含む。）を負担する。 

４ 事業者グループは、府営住宅の設計にあたって第三者を使用する場合は、事前に府に

届け出てその承諾を得なければならない。 

５ 事業者グループは、前項の者が府営住宅の設計にあたってさらに別の第三者を使用す

る場合にも、事前に府に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、事業者グル

ープは、当該第三者が府営住宅の設計の全部又は大部分を請け負うことがないようにし

なければならない。 

６ 請負人の使用はすべて事業者グループの責任において行うものとし、請負人その他府

営住宅の設計に関して事業者グループが使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、

すべて事業者グループの責めに帰すべき事由とみなして、事業者グループが責任を負う

ものとする。 

７ 府は、府営住宅の設計の状況について、随時事業者グループから報告を受けることが
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できるものとする。 

８ 府は、第１項の図書が要求水準書又は事業者グループ提案書類に反し、又は第２項の

図書が要求水準書又は基本設計に反する場合、事業者グループに対してその旨を通知し、

是正を求めるものとし、事業者グループはこれに従わなければならない。 

９ 府は、第１項及び第２項の図書を事業者グループから受領したこと、事業者グループ

の求めに応じてそれらの図書を確認したこと及び第７項の報告を受けたことを理由とし

て、設計及び建設工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。 

 

（設計条件の変更） 

第 14 条 事業者グループは、府の承諾を得た場合を除き、入札説明書等及び入札説明書等

に関する質問等への回答書類に記載した府営住宅の設計条件の変更を行うことはできな

いものとする。 

２ 府は、必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、入札説明書

等に記載した設計条件の変更を事業者グループに求めることができる。この場合、事業

者グループは、設計条件の変更について、府と協議するものとする。 

３ 事業者グループは、前項により設計条件の変更が行われた場合、変更された設計条件

に従い府営住宅の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により事業者グ

ループの費用に増減が生じたときは、府は、合理的範囲内で費用を追加負担しまたは減

額するものとする。 

４ 府が前項の規定に基づき追加費用を負担する場合は、府営住宅整備の対価を変更し、

又は別途契約を締結して、事業者グループに追加費用を支払うものとする。 

 

（設計の変更） 

第 15 条 府は、必要があると認める場合、府営住宅の設計変更を事業者グループに対して

求めることができる。事業者グループは、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に検

討の結果を府に通知しなければならない。ただし、府は、原則として工期の変更を伴う

設計変更又は事業者グループ提案書類の範囲を逸脱する設計変更を事業者グループに対

して求めることはできない。 

２ 前項の規定にかかわらず、府が工期の変更を伴う設計変更又は事業者グループ提案書

類の範囲を逸脱する設計変更の提案を行う場合には、事業者グループは、その当否及び

費用負担について府との協議に応じるものとする。 

３ 府の指示により設計変更する場合においては、当該変更により事業者グループの費用

に増減が生じたときは、府は、合理的範囲内で費用を追加負担しまたは減額する。ただ

し、府の設計変更が事業者グループの作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は事

業者グループの調査の誤りないしは不足による場合は、事業者グループが当該費用を負

担する。 



 

 

8

４ 事業者グループは、事前に府へ報告を行い、その確認を得た場合を除き、府営住宅の

設計変更を行うことはできないものとする。 

５ 前項に従い事業者グループが事前に府へ報告を行い、その確認を得て府営住宅の設計

変更を行う場合、当該変更により事業者グループに追加的な費用が発生したときは、事

業者グループが当該費用を負担するものとする。 

６ 府が第２項本文の規定に基づき費用を追加負担または減額する場合は、府営住宅整備

の対価を変更して、事業者グループに変更後の費用に基づき計算した府営住宅整備の対

価を支払う。 

 

第５章 府営住宅の建設 

 

（建設） 

第 16 条 事業者グループは、本件契約、本件契約締結にいたるまでの説明書及び事業者グ

ループ提案書類に従い、別紙５記載の事業日程及び第 17 条に定める施工計画書に従い、

かつ、要求水準書記載事項及び第 13 条規定の基本設計及び実施設計に従って、府営住宅

の建設工事を行う。 

２ 事業者グループは、府営住宅を別紙５記載の事業日程に従い完成し、府営住宅の所有

権移転・引渡し予定日に府に府営住宅を引渡すものとする。府は、府営住宅の引渡しを

受けた後、第 32 条の規定に従い支払いを行うものとする。 

３ 施工方法等府営住宅を完成するために必要な一切の手段については、事業者グループ

が自己の責任において定めるものとする。 

 

（施工計画書等） 

第 17 条 事業者グループは、府営住宅の建設工事着工前に施工計画書（本事業の工事全体

工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。）を作成し、府に提出するも

のとする。施工計画書の提出後に修正が必要となった場合、事業者グループは、府と協

議し、府の確認を得たうえで、これを修正するものとする。 

２ 事業者グループは、別途府との間の協議により定める期限までに週間工程表を作成し、

府に提出するものとする。週間工程表の提出後に修正が必要となった場合、事業者グル

ープは、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の週間工程表を府に提出するものとする。 

３ 事業者グループは、工事全体工程表及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行する

ものとする。 

 

（第三者の使用）  

第 18 条 事業者グループは、府営住宅の建設工事にあたって第三者を使用する場合は、事

前に府に届け出てその承諾を得なければならない。 
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２ 事業者グループは、前項の者が府営住宅の建設工事にあたってさらに別の第三者を使

用する場合にも、事前に府に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、事業者

グループは、当該第三者が府営住宅の建設工事の全部又は大部分を請け負うことがない

ようにしなければならない。 

３ 請負人の使用はすべて事業者グループの責任において行うものとし、請負人その他府

営住宅の建設工事に関して事業者グループが使用する一切の第三者の責めに帰すべき事

由は、すべて事業者グループの責めに帰すべき事由とみなして、事業者グループが責任

を負うものとする。 

 

（工事監理者等）  

第 19 条 事業者グループは、自己の責任及び費用負担で府営住宅の建設工事専任の工事監

理者、現場代理人及び主任技術者を設置し、工事開始日までにその氏名等の必要事項を

府へ通知しなければならない。 

２ 事業者グループは、工事監理者をして、府への毎月の定期的報告を行わしめるととも

に、府の要求があった場合には随時これに応じて報告を行わしめるものとする。 

３ 事業者グループは、工事監理者をして、府へ完成確認報告を行わしめなければならな

い。 

 

（保険）  

第 20 条 事業者グループは、自己の費用において、損害保険会社との間で、別紙 10 に記

載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容につい

ては、府の確認を得るものとする。なお、事業者グループが付保する保険は別紙 10 の

ものに限定されない。 

２ 事業者グループは、工事開始の前日までに、前項の保険証書の写しを府に提出しなけ

ればならない。 

 

（府による説明要求及び立会い）  

第 21 条 府は、府営住宅の建設工事の進ちょく状況及び施工状況について、事業者グルー

プから報告を受けることができるものとする。 

２ 府は、府営住宅が実施設計図書、本件契約及び本件契約締結にいたるまでの説明書、

事業者グループ提案書類に従い建設されていることを確認するため、府営住宅の建設状

況その他府が必要とする事項について、事業者グループに事前に通知した上で、事業者

グループ又は請負人に対してその説明を求めることができるものとする。 

３ 前２項に規定する報告又は説明の結果、建設状況が実施設計図書、本件契約及び本件

契約締結にいたるまでの説明書、事業者グループ提案書類の内容を逸脱していることが

判明した場合、府は事業者グループに対してその是正を求めるものとし、事業者グルー
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プはこれに従わなければならない。 

４ 事業者グループは、工期中に事業者グループが行う府営住宅の検査又は試験について、

事前に府に対して通知するものとする。なお、府は、当該検査又は試験に立会うことが

できるものとする。 

５ 府は、工期中、事前の通知なしに府営住宅の建設工事に立会うことができるものとす

る。 

６ 府は、本条に規定する説明又は報告の受領を理由として、府営住宅の建設工事の全部

又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 

（中間確認） 

第 22 条 府営住宅が実施設計に従い建設されていることを確認するために、府は、工期中、

必要な事項に関する中間確認を実施することができる。 

２ 府は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、府営住宅の建設工事の全部又は

一部について何らの責任を負担するものではない。 

３ 中間確認の結果、建設状況が実施設計図書、本件契約及び本件契約締結にいたるまで

の説明書、事業者グループ提案書類の内容を逸脱していることが判明した場合、府は事

業者グループに対してその是正を求めることができ、事業者グループはこれに従わなけ

ればならない。 

 

（事業者グループによる竣工検査）  

第 23 条 事業者グループは、自己の責任及び費用において、府営住宅の竣工検査及び府営

住宅の設備等の検査を行うものとする。事業者グループは、府営住宅の竣工検査及び設

備等の検査の日程を、竣工検査の７日前に府に対して通知しなければならない。 

２ 府は、事業者グループが前項の規定に従い行う竣工検査及び設備等の検査への立会い

ができるものとする。なお、府は、必要と認める場合は、事業者グループをして、必要

最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、府は、当該検査への立

会い及び破壊検査の実施を理由として、府営住宅の建設工事の全部又は一部について何

らの責任を負担するものではない。 

３ 事業者グループは、竣工検査に対する府の立会いの有無を問わず、府に対して竣工検

査及び設備等の検査の結果を竣工検査等の実施後速やかに、検査済証その他の検査結果

に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。 

 

（府による完工確認）  

第 24 条 府は、事業者グループから前条第３項に定める報告を受けた場合、14 日以内に

別紙 11 に記載する事項に関する完工確認を実施しなければならない。 

２ 完工確認の結果、府営住宅の状況が実施設計図書、本件契約及び本件契約締結にいた
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るまでの説明書、事業者グループ提案書類の内容を逸脱していることが判明した場合、

府は事業者グループに対してその是正を求めることができ、事業者グループはこれに従

わなければならない。事業者グループは、当該是正の完了後速やかに、府に是正の完了

を報告しなければならない。 

３ 府は、事業者グループが前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内に、再完工確

認を実施するものとする。当該再完工確認の結果、府営住宅の状況がなおも実施設計図

書、本件契約及び本件契約締結にいたるまでの説明書、事業者グループ提案書類の内容

を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、前項及び本項の定めるところに準じる

ものとする。 

４ 機器等の試運転等は、府による完工確認前に事業者グループが実施し、その報告書を

府に提出するものとする。 

５ 事業者グループは、機器、備品等の取扱いに関する府への説明を試運転とは別に実施

する。 

 

（府による完工確認書の交付）  

第 25 条 府が前条第１項に定める府営住宅の完工確認又は前条第３項に定める再完工確

認を実施し、前条第２項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、事業者グループ

が別紙 12 に記載する竣工図書を府に対して提出した場合、府は、竣工図書受領後 14 日

以内に、事業者グループに対して完工確認書を交付する。 

２ 府は、前項の完工確認書の交付を行ったことを理由として、府営住宅の建設工事の全

部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 

（工期の変更）  

第 26 条 府が事業者グループに対して工期の変更を請求した場合、府と事業者グループは

協議により当該変更の当否を定めるものとする。 

２ 事業者グループが不可抗力事由又は事業者グループの責めに帰すことのできない事由

により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、府と事業者グ

ループは協議により当該変更の当否を定めるものとする。 

３ 前２項において、府と事業者グループの間において協議が調わない場合、府が合理的

な工期を定めるものとし、事業者グループはこれに従わなければならない。 

 

（工期の変更による費用等の負担）  

第 27 条 府は、府の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で、かつ、府営住宅の

府への所有権移転、引渡しが所有権移転・引渡し予定日よりも遅れた場合、当該遅延に

伴う合理的な増加費用を負担しなければならない。 

２ 事業者グループは、事業者グループの責めに帰すべき事由により工期を変更した場合
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で、かつ、府営住宅の府への所有権移転、引渡しが所有権移転・引渡し予定日よりも遅

れた場合、当該遅延に伴う合理的な増加費用を負担しなければならない。 

３ 不可抗力又は法令変更事由により工期が変更された場合で、かつ、府営住宅の府への

所有権移転、引渡しが所有権移転・引渡し予定日よりも遅れた場合に、当該遅延に伴い

負担した増加費用又は被った不利益に相当する金額の負担については、前者につき第 36 

条、後者につき第 39 条によるものとする。 

４ 府が第１項の規定に基づき費用を負担する場合は、府営住宅整備の対価を変更し、又

は別途契約を締結して、事業者グループにこれを支払うものとする。 

 

（工事の中止）  

第 28 条 府は、必要があると認める場合、その理由を事業者グループに通知した上で、府

営住宅の建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

２ 府は、前項に従い府営住宅の建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、

必要があると認めるときは工期を変更することができる。 

３ 事業者グループは、自己の責めに帰さない事由により、建設工事が一時中止されてい

る場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、建設工事の再開及び工期の変更又は

それらのいずれかを行うように府に求めることができる。 

 

（工事の中止による費用等の負担）  

第 29 条 府は、前条による工事の施工の一時中止が事業者グループの責めに帰すべき場合

又は不可抗力若しくは法令の変更によるものである場合を除き、事業者グループが工事

の再開に備え工事現場を維持するため又は労働者、建設機械器具等を保持するための費

用その他の工事の施工の一時中止に伴う費用増加を必要とした場合は、その合理的費用

を負担する。また、府は、その他事業者グループに損害を及ぼした場合、当該損害を賠

償しなければならない。 

２ 府が前項の規定に基づき費用を負担する場合、府営住宅整備の対価を変更し、又は別

途契約を締結して、事業者グループにこれを支払うものとする。 

 

（建設工事中に事業者グループが第三者に与えた損害）  

第 30 条 事業者グループが府営住宅の建設工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、

事業者グループは、当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、

当該損害のうち当該第三者又は府の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。 

 

第６章 府営住宅の所有権移転・引渡し 

 

（所有権移転・引渡し）  
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第 31 条 事業者グループは、府営住宅の所有権移転・引渡し予定日までに、府から完工確

認書の交付を受けたうえ、府に対し、府営住宅の所有権を移転し、引渡すものとする。 

 

（府営住宅整備の対価の支払い）  

第 32 条 府は、府営住宅整備の対価（増加費用及び減額費用を含む。）を、別紙６記載の

物価変動率で調整して、前条の所有権移転・引渡し及び更生登記手続が完了した後、事

業者グループから府の定める様式による請求書の提出を受けた日から 30 日以内に一括

して事業者グループに支払うものとする。 

 

（遅延損害金）  

第 33 条 府営住宅の所有権移転・引渡しが、府の責めに帰すべき事由により所有権移転・

引渡し予定日より遅れた場合、府は、事業者グループに対して当該遅延に伴い事業者グ

ループが負担した合理的な増加費用に相当する額を、支払わなければならない。 

２ 府営住宅の所有権移転・引渡しが、事業者グループの責めに帰すべき事由により所有

権移転・引渡し予定日よりも遅れた場合、事業者グループは、府に対して府営住宅整備

の対価につき、遅延日数に応じて大阪府財務規則第 71 条第 2 項に定める割合（現行年利

5％であり、改定がなされた場合には改定後の割合）で計算した約定遅延損害金のほか府

に生じた損害についての賠償金を支払わなければならない。 

３ 不可抗力により府営住宅の府への所有権移転・引渡しが所有権移転・引渡し予定日よ

りも遅れた場合に、当該遅延に伴い負担した増加費用又は被った不利益に相当する金額

については、その 100 分の 1 を超え、かつ 10 万円を超える額を府が負担し、その余は

事業者グループが負担する。ただし、事業者グループが善良な管理者の注意義務を怠っ

たことに基づくものを除く。 

４ 府が第１項の規定に基づき追加費用を負担する場合は、府営住宅整備の対価を変更し

て、事業者グループにこれを支払うものとする。 

 

（瑕疵担保責任）  

第 34 条 府は、府営住宅の所有権移転・引渡しの日から５年以内に府営住宅に瑕疵が発見

された場合、事業者グループに対してその責任と費用負担において、相当の期間を定め

てその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求す

ることができる。ただし、事業者グループの故意又は重大な過失に起因する瑕疵及び「住

宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）」に定める住宅の構造耐

力上主要な部分等の隠れた瑕疵については、引渡し・所有権移転の日から 10 年が経過

するまでその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を

請求することができる。 
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第７章 不可抗力及び法令変更 

 

（不可抗力）  

第 35 条 府及び事業者グループは、本件契約の締結日後に不可抗力により、本件契約に基

づく自己の義務を本件契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳

細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知し、不可抗力であるとの相手方の

確認を得るものとする。この通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知するもの

とする。 

２ 前項の場合において、その相手方から不可抗力との確認を得た府及び事業者グループ

は、通知を発した日以降、本件契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものと

する。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなけ

ればならない。 

 

（不可抗力による損害等）  

第 36 条 府及び事業者グループは、前条の規定による通知を受けた場合、当該不可抗力に

対応するため、相手方と協議の上、直ちに府営住宅の設計、建設工事、所有権移転・引

渡し予定日、府営住宅整備の対価等につき、本件契約の変更を行う。 

２ 本件契約の締結後、不可抗力により、本事業のうち府営住宅整備及びこれに付随し、

関連する一切の事業に関し、府営住宅、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若し

くは建設機械器具に損害が生じた場合において、前条の変更に伴い追加費用が生じる場

合、府は、係る損害（事業者グループが善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく

ものを除く。）及び追加費用の合計額のうち、損害及び追加費用の相応する費用の 100 分

の 1 を超え、かつ 10 万円を超える額を、府営住宅整備の対価を増額変更したうえで支

払わなければならない。 

３ 本件契約の締結後、不可抗力により、本事業のうち第 33 条 3 項及び前項以外の事業に

関し、府もしくは事業者グループに損害及び追加費用が生じた場合その損害及び追加費

用は各自の負担とする。 

 

（不可抗力による協議解除）  

第 37 条 本件契約の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は事業の

継続に過分の費用を要する場合、府及び事業者グループは、両者の合意により、本件契

約の全部又は一部を解除できる。 

２ 府は、前項により本件契約が一部解除される場合で、府が事業者グループに本事業を

継続させ得ないと判断した場合、事業者グループをして事業者グループの本件契約上の

地位を府が選定した第三者へ譲渡させるものとし、事業者グループはこれに応じなけれ

ばならない。 
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３ 府は、第１項により本件契約が解除される場合で、府が事業者グループに本事業を継

続させ得ないと判断した場合、本件契約解除後、建設中の府営住宅の出来形部分を検査

し、当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形部分に相

応する対価を事業者グループに支払うものとする。当該支払方法については、事業者グ

ループと協議の上、府が決定するものとする。 

 

（法令変更）  

第 38 条 府及び事業者グループは、本件契約の締結日後に法令が変更されたことにより、

本件契約に基づく自己の義務を本件契約どおりに履行することができなくなった場合、

その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知しなければならない。 

２ 前項の場合において、府及び事業者グループは、通知を発した日以降、本件契約に基

づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、法令変更により相手方に

発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。 

 

（法令変更による追加費用）  

第 39 条 府及び事業者グループは、前条の規定による通知を受けた場合、当該法令変更に

対応するため、双方協議の上、直ちに府営住宅の設計、建設工事、所有権移転・引渡し

予定日、府営住宅の整備の対価等につき、本件契約の変更を行う。 

２ 本件契約の締結後に行われた法令変更により追加費用が生じる場合で、本事業のうち

府営住宅整備及びこれに付随し、関連する一切の事業に直接関係する法令の変更の場合

は府が、それ以外の法令の変更の場合は事業者グループが追加費用を負担しなければな

らない。 

３ 本件契約の締結後、法令変更により、本事業のうち前項以外の事業に関し、府もしく

は事業者グループに損害及び追加費用が生じた場合その損害及び追加費用は各自の負担

とする。 

 

（法令変更による協議解除）  

第 40 条 本件契約の締結後に行われた法令変更により、本事業の継続が不能となった場合

又は事業の継続に過分の費用を要する場合、府及び事業者グループは、両者の合意によ

り、本件契約の全部又は一部を解除できる。 

２ 府は、前項により本件契約が解除される場合で、府が本事業を継続させると判断した

場合、事業者グループをして事業者グループの本件契約上の地位を府が選定した第三者

へ譲渡させるものとし、事業者グループはこれに応じなければならない。 

３ 府は、第１項により本件契約が解除される場合で、府が本事業を継続することが困難

であると判断した場合、本件契約解除後、建設中の府営住宅の出来形部分を検査し、当

該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形部分に相応する
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対価を事業者グループに支払うものとする。当該支払方法については、事業者グループ

と協議の上、府が決定するものとする。 

 

第８章 活用用地の所有権移転等 

 

（所有権移転及び引渡し） 

第 41 条 府は、活用用地引渡予定日までに、活用用地を事業者グループの指定により用地

活用企業に所有権移転し、引渡すものとする。 

 

（活用用地の対価） 

第 42 条 活用用地の対価は、金［      ］円とする。 

２ 事業者グループは、府に対し、本件契約締結時に、前項に規定した対価の 20％に相当

する金員を、契約保証金として一括して府の指定する金融機関に支払わなければならな

い。 

３ 事業者グループは、府に対し、第 1 項に規定した対価を平成［ ］年［ ］月［ ］日ま

でに、府の発行する納入通知書により、一括して府の指定する金融機関に支払うものと

する。 

 

（所有権の移転）  

第 43 条 活用用地の所有権は、事業者グループが前条の規定に従って活用用地の対価を納

付したときに、事業者グループの指定により用地活用企業に移転するものとする。 

 

（所有権の移転登記）  

第 44 条 府は、前条の規定により活用用地の所有権が移転した後、当日付けでその所有権

移転の登記及び第 50 条に規定する買戻しの特約の登記を嘱託するものとし、用地活用企

業はこれに必要となる書類等をあらかじめ府に提出するものとする。 

 

（活用用地の引渡し）  

第45条 府は、第43条の規定により活用用地の所有権が用地活用企業に移転したときに、

現状のまま引き渡すものとする。 

 

（瑕疵担保責任）  

第 46 条 事業者グループは、本件契約締結後において、活用用地に面積の不足その他瑕疵

のあることを発見しても、府に対していかなる請求もできないものとする。ただし、当

該瑕疵により本事業の継続が不能、又は事業の継続に過分の費用を要すると府が認める

場合は、府は事業計画の変更について事業者グループからの申し入れに応じるものとす
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る。 

 

（活用用地の整備等）  

第 47 条 事業者グループは、活用用地を本件契約、本件契約締結にいたるまでの説明書及

び事業者グループ提案書類に従って整備しなければならない。 

２ 事業者グループは、事業者グループが活用用地を第三者に分割して所有権移転する場

合、活用用地のうち、当該第三者に譲渡した土地について民間住宅等の整備が終わるま

での間、当該第三者をして本件契約、本件契約締結にいたるまでの説明書及び事業者グ

ループ提案書類に規定される用に供させなければならない。 

３(1) 事業者グループは、活用用地に関する近隣住民等との協議、調整や電波障害、騒音、

風害、日照阻害等に関し、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。 

 (2) 事業者グループは、活用用地において上下水道、電気、ガスの供給や電話開設等を

受けるときは、各々の供給者、管理者等と協議の上、自らの負担により行わなけれ

ばならない。 

４ 事業者グループは、活用用地を整備後、その所有権を第２項に基づき第三者に移転す

る場合、所有権移転までの間、活用用地につき地上権、質権、賃借権その他の使用及び

収益を目的とする権利の設定又は売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をして

はならない。ただし、建築確認又は開発許可を受けた時点で、府は、事業者グループが

販売活動を行うことを妨げない。なお、事業者グループは、活用用地に抵当権その他の

担保権を設定しようとするときは、府の承諾を得なければならない。 

５ 事業者グループは、活用用地の所有権を第２項に基づき第三者に移転する場合、事業

者グループと当該第三者間の活用用地の所有権移転に係る契約において、本条第１項及

び第２項の規定に違反した場合、当該契約を解除することができる旨の特約を規定しな

らない。 

６ 事業者グループは、本条各項に違反した場合、府に対し、第 42 条第 1 項に定める活用

用地の対価の 20％を違約金として支払わなければならない。事業者グループが活用用地

の所有権を移転した第三者が民間住宅等を整備するまでの間に本条各項に違反した場合

も同様とする。 

 

（指定用途の変更）  

第 48 条 事業者グループは、活用用地の全部又は一部につき、やむを得ない理由により、

前条第 1 項に定める整備条件の変更を必要とするときは、予め府の書面による承認を得

なければならない。事業者グループから活用用地の所有権移転を受けた第三者が変更を

必要とする場合も同様とする。 

 

（実地調査等）  
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第 49 条 府は、事業者グループの第 47 条に定める義務の履行状況を把握するため、本件

契約締結の日から活用用地についての所有権移転登記をした日から 5 年間、随時に実地

調査を行うことができる。 

２ 事業者グループは、府が必要と認めて請求したときは、その所有、利用等の事実を証

する資料を添えて活用用地の利用状況を府に報告しなければならない。 

３ 事業者グループは、正当な理由なく、第１項に定める実地調査を拒み、妨げ、又は前

項に定める報告を怠ってはならない。 

 

（買戻し特約） 

第 50 条 府は、事業者グループが次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、

活用用地を用地活用企業から第42条第1項に定める活用用地の対価をもって買い戻すこ

とができるものとする。この場合、事業者グループは、活用用地を府による引渡し時の

原状に回復して府に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者グループは、

府に対し、自ら負担した本件契約の費用や活用用地の整備に支出した費用等、一切の費

用を請求することができないものとする。 

（1）第 47 条の規定に違反したとき。 

 （2）資格を偽る、談合する等不正な行為により入札に参加し、本件契約を締結したとき。 

２ 前項の場合、府は、予め第 42 条第 1 項に定める活用用地の対価から第 47 条 6 項に定

める違約金及び第 51 条に規定する損害賠償金を差引くことができる。 

３ 府と事業者グループは、所有権移転登記と同時に、活用用地全体について、本条に規

定する府の買戻しの特約の設定登記手続を行う。なお、買戻し期間は府から用地活用企

業への所有権移転登記をした日から 5 年間とする。 

４ 府は、民間住宅等が完成した後、前項の買戻しの特約の抹消登記手続をするものとす

る。ただし、府は、事業者グループが第 47 条第 2 項に基づき活用用地を第三者に対し、

分割して所有権移転する場合は、その旨の締結済の売買契約書の写しの交付を受けたと

きは、本条項に基づく買戻しの特約を解除し、前項の買戻しの特約の抹消登記手続をす

るものとする。 

５ 前 2 項の登記手続に要する費用は事業者グループの負担とする。 

 

（損害賠償）  

第 51 条 府が前条の規定に基づき買戻権を行使したとき、又は第 56 条の規定に従って活

用用地についての所有権移転契約部分について解除をしたときは、事業者グループは、

府に損害を与えたときは、第 47 条 6 項に定める違約金とは別途、次項規定の使用料相当

損害金のほか府が被った損害を賠償しなければならない。 

２ 事業者グループは、府が前条の規定に基づき買戻権を行使したとき、又は第 56 条の規

定に従って活用用地についての所有権移転契約部分について解除をしたときは、第 41
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条の規定に従って用地活用企業が活用用地の所有権移転・引渡しを受けた日から前条第

1 項に規定する義務を完全に履行して活用用地を府に返還する日までの期間に応じて活

用用地の対価に年利 7.4 パーセントの割合により計算（1 年を 365 日として日割り計算）

した使用料相当額を損害金として府に支払わなければならない。 

 

（公租公課）  

第 52 条 活用用地に対する公租公課については、所有権移転後は、一切事業者グループ

において負担するものとする。 

 

（変更等承諾手続）  

第 53 条 事業者グループ及び事業者グループから活用用地の所有権移転を受けた第三者

は、本件契約の定めるところにより府の承諾を必要とする行為を行うときは、事前にそ

の理由等を記載した書面により、府に申請し、府の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定による事業者グループの申請に対する府の承諾は、書面によるものとする。 

 

第９章 事業期間及び契約の終了 

 

（事業期間）  

第 54 条 本件契約の事業期間は、本件契約書記載のとおり、本件契約として効力を生じた

ときから、府営住宅の所有権移転・引渡しに係る一切の手続が完了し、活用用地上に整

備される民間住宅等が整備され、かつ、第 50 条第 4 項に従って活用用地に設定された買

戻し登記の抹消登記手続が完了するまでとする。 

 

（府による任意解除) 

第 55 条 府は、事業者グループに対して、180 日以上前に通知を行うことにより、特段の

理由を有することなく本件契約の一部又は全部を解除することができる。 

 

（府による契約解除）  

第 56 条 府は、事業者グループ又はその構成企業が次に掲げるいずれかの事由に該当する

ときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) その責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項に規定する者に該当することとなったとき

又は、建設業法第 28 条第 3 項又は第 5 項の規定による営業停止の処分を受けたとき

（ただし、活用用地の対価の支払後においては用地活用企業を除く）。 

(3) 破産法第 132 条又は第 133 条の規定による破産、会社更生法第 30 条の規定によ

る更生、民事再生法第 21 条の規定による再生、商法第 381 条の規定による整理又
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は同法第 431 条による特別清算のいずれかの手続の申立がなされたとき（ただし、

活用用地の対価の支払後においては用地活用企業を除く）。 

(4) その責めに帰すべき事由により、引渡予定日より 3 ヶ月以内に工期内に府営住宅が

完成しないとき又は完成する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(5) その責めに帰すべき事由により、府営住宅の工事が 30 日以上中断されたとき又は

事業を放棄したと認められるとき。 

(6） その他、入札説明書等「入札参加者の制限」欄記載の事由に該当するとき。 

２ 府は、事業者グループ又はその構成企業が次に掲げるいずれかの事由に該当するとき

は、事業者グループに対し、30 日以上の期間を設けて催告を行った上で、本件契約の全

部又は一部を解除することができる。ただし、活用用地の所有権移転に関する部分につ

いては、第 42 条第 1 項に定める活用用地の対価の支払後においては解除することはでき

ない。 

(1) 設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手せず、30 

日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について府が満足すべき合理的な説

明がなされないとき。 

(2) 府の承諾なく、府営住宅整備用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき又

は府営住宅整備用地の形質を変更したとき。 

(3) 前 2 号に掲げる事由のほか、本件契約又は本件契約に基づく合意事項のいずれかに

違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 

３ 本条による解除がなされた場合において、既に府に提出されていた府営住宅の設計図

書及び竣工図書その他本件契約に関して府の要求に基づき作成された一切の書類につい

て、府は、府の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき事業者グルー

プは、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容が事業者グループないし

はその入札参加者グループを構成する企業が特許権を保有する工法を採用しないと実現

できない場合にあっては、事業者グループは当該企業から、府が設計図書の内容を実現

する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにしなければならない。 

４ 府は、事業者グループに本条の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた場

合、本事業の目的が実質的に達成できるように、融資銀行などの適当な第三者と本事業

の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができる。 

 

（事業者グループによる契約解除）  

第 57 条 事業者グループは、府が府の責めに帰すべき事由により本件契約に基づく府の債

務を履行しない場合で、かつ、府が事業者グループによる通知の後 30 日以内に当該債務

不履行を是正しない場合、事業者グループは、本件契約の全部又は一部を解除すること

ができる。ただし、活用用地の所有権移転に関する部分については、活用用地の対価の

支払後においては解除することはできない。 
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（契約解除に際しての措置）  

第 58 条 前 3 条の規定に基づき契約が解除された場合、事業者グループは、原則として、

速やかに府営住宅整備用地を府による引渡し時の原状に回復して府に返還する。 

２ 前 3 条に基づき契約が解除された場合で、府が解除後、事業者グループ以外の者をし

て残工事を行わせて府営住宅を完成させることを選択し、解除時における現状での引渡

を求めた場合には、事業者グループは、建設中の府営住宅の出来形を現状のまま、府に

引き渡し、府は建設中の府営住宅の出来形を残工事を行わせる工事業者に引き渡して残

工事を行なわせることができる。出来形に利用価値がある場合で、かつ府がこれを利用

する場合には、府は、その出来形に相当する金額を残工事を行なう工事業者に支払わせ

るものとし、府が残工事を行なう工事業者に支払う府営住宅の全購入代金のうち、事業

者グループから引渡しを受けた出来形に相当する金額については、府が残工事を行い府

営住宅を完成させた残工事を行う工事業者に売買代金を支払う際に同時に府において残

工事を行う工事業者に代わって事業者グループに対して支払うものとする。当該支払方

法については、事業者グループと協議の上、府が決定するものとするが、別紙６に準じ

て解除時以降、代金支払までの間の物価変動による調整を行うものとする。 

３ 前項の場合、事業者グループは、府に対し、別紙 12 に記載する当該出来形の竣工図書

を提出しなければならない。また、府は、必要があると認められるときは、その理由を

事業者グループに通知して、出来形を最小限破壊して検査することができるものとする。 

４ 事業者グループは、前 3 条の規定に基づき本件契約が解除された場合、事業用地等に

事業者グループが所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件（第 18 条の

規定に基づく第三者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。）があるとき

は、当該物件の処置について府の指示に従わなければならない。 

５ 前項の場合において、事業者グループが正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の

処置につき府の指示に従わないときは、府は、事業者グループに代わって当該物件を処

分し、事業用地等を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この

場合においては、事業者グループは、府の処置について異議を申し立てることができず、

また、府の処置に要した費用を負担しなければならない。 

 

（契約解除に伴う損害賠償）  

第 59 条 事業者グループは、第 56 条の規定に基づき本件契約が解除された場合、府営住

宅整備の対価の 10％に相当する違約金を支払うものとする。ただし、府が被った損害の

額が当該違約金を超過する場合は、府は、かかる超過額について別途事業者グループに

損害賠償請求を行うことができる。 

２ 第 56 条による契約の解除の場合において、建設中の府営住宅の出来形評価額が出来形

相当額を下回っている場合には、当該差額は府の損害の一部を構成し、前項に規定する
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損害賠償請求の対象になるものとする。 

 

第１０章 契約保証金等 

（契約保証金等） 

第 60 条  事業者グループは、府に対し、本件契約締結時に、府営住宅整備の対価の 10％

に相当する金員を、契約保証金として一括して府の指定する金融機関に支払わなければ

ならない。 

２ 府は，事業者グループが建設工事の履行を確保するため、本件契約締結の日から府営

住宅の所有権移転・引渡し予定日までを期間として、府営住宅整備の対価に相当する金

額の 100 分の 10 以上について、府を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、本件契

約締結後速やかに当該履行保証保険に係る保険証券を府に提出した場合は、前項記載の

契約保証金を免除する。 

 

第１１章 雑則 

 

（協議）  

第 61 条 府及び事業者グループは、必要と認める場合は適宜、本件契約に基づく一切の業

務に関連する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。 

 

（特許権等の使用）  

第 62 条 事業者グループは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき

保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、上記使用が府の指示に

よる場合で、かつ、事業者グループが当該指示の不適当なことを過失なくして知らなか

ったため府に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。 

 

（契約上の地位の譲渡）  

第 63 条 府及び事業者グループは、本件契約に別段の定めのあるほか、相手方の承諾のあ

る場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又は

その他の処分をしてはならない。 

 

（延滞利息） 

第 64 条  本件契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないとき

は、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日

から支払の日までの日数に応じ、大阪府財務規則第 71 条第 2 項に定める割合（現行年利

5％であり、改定がなされた場合には改定後の割合）で計算した遅延損害金を支払わなけ
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ればならない。 

 

（請求の制限） 

第 65 条 府は、事業者グループが本件契約第 47 条第 6 項の違約金支払義務、第 50 条第 1

項の買戻しに伴う原状回復及び土地返還義務、第 51 条の損害賠償義務及びこれらに対す

る第 64 条に基づく遅延損害金支払義務を負担する場合においては、建設企業または設計

企業がもとから用地活用企業による契約の履行が不可能なことを知りつつ、または本事

業につき公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合していたこと

を知りつつ事業契約を締結した場合等を除き、用地活用企業に対してのみこれを請求す

るものとし、建設企業及び設計企業に対しては請求しないものとする。 

２ 府は、事業者グループが本件契約第 4 章から第 6 章までの各規定に基づき義務を負担

する場合には、用地活用企業がもとから建設企業及び設計企業による契約の履行が不可

能なことを知りつつ、または本事業につき公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利

益を得るために連合していたことを知りつつ事業契約を締結した場合等を除き、設計企

業及び建設企業に対してのみこれを請求するものとし、用地活用企業に対しては請求し

ないものとする。事業者グループが用地活用企業の責めによらずに第 58 条又は第 59 条

に基づく責任を負担する場合についても同様とする。 

☆事業者グループがＳＰＣを設立し、ＳＰＣにおいて府と本件契約を締結する場合は、本

条項は削除いたします。 

 

（秘密保持）  

第 66 条 府及び事業者グループは、本件契約の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を

自己の代理人、コンサルタント以外の第三者に漏洩したり、かかる秘密が記載された本

件秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、秘密及び本件秘密文書等を

本件契約等の履行以外の目的に使用してはならない。 

２ 府及び事業者グループは、自己の代理人及びコンサルタントをして、前項に違反させ

ないようにしなければならない。 

 

（請求、通知等の様式その他）  

第 67 条 本件契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催

告、要請及び契約終了告知又は解除は、相手方に対する書面をもって行わなければなら

ない。係る書面は本件契約に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。 

２ 本件契約の履行に関して、府及び事業者グループ間で用いる計算単位は、設計図書に

特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるものとする。 

３ 本件契約上の期間の定めは、民法及び商法が規定するところによるものとする。 

４ 本件契約の履行に関して、府及び事業者グループ間で用いる通貨単位は、日本円とす
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る。 

 

（準拠法）  

第 68 条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 

 

（管轄裁判所）  

第 69 条 本件契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするもの

とし、府及び事業者グループは、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。 

 

（定めのない事項）  

第 70 条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本件契約の解

釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、府及び事業者グループが誠実に協議の上、

これを定めるものとする。 
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別紙１ 事業者グループ提案書類 

 

事業者グループ提案書類とは、下記の書類をいう。 

様式 名称 

24 提案提出書（事業提案） 

25 提案書表紙（事業提案） 

26 資金計画書 

27-1 

～27-18 

計画説明書 

27-19 計画説明概要書 

28 建築計画概要書 

29 府営住宅面積表 

30 ＶＥ総括表 

31 公営住宅等整備基準適合チェックリスト 

32 事業工程表 

33 設計図書 

〔全体計画〕 

ａ.基本コンセプト 

ｂ.土地利用計画図 

ｃ.全体配置図 

ｄ.全体立面図 

ｅ.防災計画図 

ｆ.工事計画図 

ｇ.日影図 

ｈ.外観透視図（鳥瞰図） 

ｉ.外観透視図（目線） 

〔府営住宅〕 

ｊ.府営住宅基準階平面図 

ｋ.府営住宅住戸プラン平面図 

ｌ.府営住宅立面図 

ｍ.府営住宅断面図 

ｎ.府営住宅住戸タイプ配置図 

〔民間住宅等〕 

ｏ.民間住宅等基準階平面図 

ｐ.民間住宅等立面図 

ｑ.民間住宅等断面図  
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別紙２ 事業者グループが実施する事業範囲 

 

（１） 事業計画に関すること 

・府営住宅及び民間住宅等に関する事業計画の策定 

（２） 府営住宅に関すること 

・設計（基本設計、実施設計） 

・必要な許認可及び建築確認の手続き 

・敷地測量及び地質調査の実施 

・周辺家屋調査（事前、事後） 

・府営住宅の建設工事及びその関連業務（給水開始手続等） 

・付帯施設等の整備 

・工事監理 

・設計住宅性能評価の取得 

・建設住宅性能評価の取得 

・化学物質の室内濃度測定 

・近隣住民への説明等 

・本事業にかかる国庫補助金申請書類及び検査対応書類の作成支援 

・府営住宅の府への引渡し、所有権移転 

（３） 民間住宅等に関すること 

・活用用地の府からの取得 

・民間住宅等の整備 
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別紙３ 事業用地 

 

所在地  大阪府東大阪市島之内 2 丁目 5－3の一部、5－7 

              ただし、別紙図面中赤線で囲まれた範囲の土地 

 

用途地域等  第１種中高層住居専用地域 建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

 

面 積  8,349.49 ㎡ 
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別紙４ 府営住宅の付帯施設等 

 

（１）自転車置き場 

  （２）物置 

  （３）ゴミ置き場 

  （４）受水槽施設等 

  （５）電気室 

  （６）児童遊園等  

  （７）集会所  

  （８）駐車場  

（９）雨水貯留槽 

（１０）外構 
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別紙５ 事業日程 

 

・特定事業契約の仮契約の締結  平成 年 月  日 

・活用用地の所有権移転・引渡し 平成 年 月  日 

・基本設計           平成  年 月 日～平成 月 日 

・実施設計           平成  年 月 日～平成 月 日 

・建築確認等申請手続      平成  年 月 日～平成 月 日 

・府営住宅建設工事       平成  年 月 日～平成  年  月 日 

・府営住宅の所有権移転・引渡し 平成  年  月 日 
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別紙６ 物価変動率による調整 

 

府営住宅の整備の対価 

① 対象となる価格 

府営住宅の整備費（いずれも消費税相当額を除く）  

ただし、物価変動率＊1 が±1.5％を超える場合に限って、±1.5％を超える額につ

いて整備費等を見直す。 

 

＊1：物価変動率＝α－1 

α＝（譲渡時に数値の確定している直近 12 か月の建設工事費デフレーター＊2 の平均値） 

（平成 16 年 7 月から平成 16 年 10 月の建設工事費デフレーターの平均値）  

 

＊2：建設工事費デフレーター：国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課「建設工

事費デフレーター（住宅建築・非木造）」 

 

② 計算式 

物価変動率＞0.015 のとき 

所有権移転時の整備費等＝（提案価格）×（１＋（物価変動率）－ 0.015） 

物価変動率＜－0.015 のとき 

所有権移転時の整備費等＝（提案価格）×（１＋（物価変動率）＋ 0.015）  

  

 

 



 

 

31

別紙７  

使 用 貸 借 契 約 書 

 

              （貸付人）大阪府 

                   代表者 

 

 

 

（借受人）所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名 

 

 

 

 

 

 

平成     年     月     日 
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貸付人大阪府(以下「甲」という。)と借受人      （以下「乙」という。）は、次

のとおり府有財産の使用貸借契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第 1 条 甲および乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（貸付物件） 

第 2 条 甲は、その所有する下記物件（以下「貸付物件」という。）を乙に使用させるもの

とする。 

                記 

（１）所在地 大阪府東大阪市島之内 2 丁目 5－3 の一部、5－7 

     （乙提案書類に基づく府営住宅整備用地で、添付図面に表示された部分） 

（２）地目 宅地 

 

（使用貸借の期間） 

第３条 使用貸借の期間は、府営住宅の建設工事着工の日から府営住宅の所有権移転・引

渡し予定日まで（平成     年     月     日から平成     年     月     日ま

で）とする。 

２ 乙は、使用貸借の期間の満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の１ヶ月

前までに書面にてその旨を通知し、甲の承諾を得なければならない。 

 

（貸付料） 

第４条 貸付物件の貸付料は無償とする。 

 

（指定用途） 

第 5 条 乙は、貸付物件を直接、府営住宅を建設する用途に供しなければならない。 
 
（指定用途に供する始期および期間） 
第 6 条 乙は、貸付物件を平成 年 月 日までに指定用途に供しなければならない。 
２ 乙は、前項に定める期日から第 3 条に定める使用貸借の期間満了の日まで、引き続き

指定用途に供しなければならない。 
 

（費用の負担） 

第７条 乙は、貸付物件の維持保存のため通常必要とする経費のほか、貸付物件に付帯す
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る電気、水道、ガスその他の設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。 
 ２ この契約締結に必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（維持保存の義務） 

第８条 乙は、常に善良な管理者の注意をもって貸付物件を維持保存しなければならない。 
 
（転貸等の禁止） 
第９条  乙は、貸付物件の使用権を譲渡し、ないしは貸付物件を転貸する等第三者に

使用させ、または担保に供してはならない。 
 

（使用上の制限） 

第 10 条 乙は、貸付物件の形質を改変してはならない。ただし、物件の修繕その他の管

理上必要な行為をする等の理由により貸付条件の全部もしくは一部の変更を求めよ

うとするときは、あらかじめ詳細な理由を付した書面により甲に申請し、甲の承認

を受けなければならない。 
 

（貸付物件の維持補修）第 11 条 貸付物件の維持補修は、乙が行うものとする。 

２ 貸付物件の維持、補修その他の行為をするために支出する経費は、大阪府営東大阪島

之内住宅民活プロジェクト事業契約（以下、「事業契約」という。）に従う。 

 

（使用貸借契約の解除または変更） 

第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用貸借契約の全部もしくは一

部を解除し、または変更することができる。 
（１）貸付物件を甲が公用または公共用に供するため必要とするとき。 

（２）乙がこの契約又は事業契約に定める義務に違反したとき。 

（３）（２）に定めるほか、事業契約が解除されたとき 

２ 前項（1）の使用貸借契約の解除または変更により、乙に損失が生じた場合、甲は、

これを補償する。ただし、前項（2）の使用貸借契約の解除または変更により、乙に損

失が生じた場合は、甲は、これを補償しない。、前項（3）の使用貸借契約の解除また

は変更により、乙に損失が生じた場合は、事業契約の定めに従う。 

 

（原状回復） 

第 13 条 乙は、前条により使用貸借契約が解除されたときは、原則として、指定された

期日までに、貸付物件の全部を原状に回復して、返還しなければならない。ただし、

別途甲の指示があったときは、この限りではない。なお、原状回復費用の負担につ

いては、事業契約の定めるところによる。 
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（損害賠償） 

第 14 条 乙は、自己の責に帰すべき理由により貸付物件の全部または一部を滅失またはき

損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、貸付物件を原状に回復

したときは、この限りではない。 

２ 前項の場合のほか、乙は、この契約および事業契約に定める義務を履行しないため

甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第 15 条  貸与期間が満了しまたは使用貸借の取り消しがあった場合において、貸与期間中

に乙が貸付物件に投じた有益費および必要費があっても、これを府に請求しないもの

とする。 

 

 

（実地調査等） 

第 16 条 甲は、貸付物件について随時に実施調査を行い、その使用に関し必要な指示をし、

または報告を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ

または報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（疑義等の決定） 

第 17 条  この契約について疑義が生じたとき、またはこの契約及び事業契約に定めのない

事項については、すべて府の決するところによる。 

 

この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、双方記名押印のうえ、各 1通を保有す

る。 
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別紙８ 事業者グループが基本設計完了時に府に対し提出する設計図書 

 

表紙 

目次 

付近見取図 

都市計画図 

土地利用現況図 

地区条件図 

基本構想図 

配置計画図 

日影図 

造成計画図 

断面図 

排水計画図 

給水計画図 

ガス供給計画図 

電気・電話設備計画図 

仮設図 

被緑計画図 

住居表示図 

鳥瞰パース図 

工事費仕分け図 
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別紙９ 事業者グループが実施設計完了時に府に対し提出する設計図書 

 

〈建築主体工事〉 

表紙 

図面リスト 

附近見取図 

配置図 

特記仕様書 

平面図 

立面図 

断面図 

仕上表 

建具表 

各伏図 

矩計図 

各詳細図 

展開図 

構造図 

面積表 

積算書（拾い出し表、見積書含む）  

積算内訳明細書 

構造計画書 

数量計算書 

確認通知書 

許可、認定、承認書 

打合わせ記録書 

工事履歴配置図 

 

〈電気設備工事〉 

表紙 

図面リスト 

附近見取図 

配置図 

特記仕様書 

機器リスト 

系統図 
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配線図 

平面図 

詳細図 

器具リスト 

分電盤リスト 

姿図 

積算書（拾い出し表、見積書含む）  

積算内訳明細書 

計算書 

打合わせ記録書 

 

〈機械設備工事〉 

表紙 

図面リスト 

附近見取図 

配置図 

特記仕様書 

機器リスト 

系統図 

平面図 

器具リスト 

姿図 

配管図 

積算書（拾い出し表、見積書含む）  

積算内訳明細書 

計算書 

打合わせ記録書 

 

〈エレベーター工事〉   

表紙 

図面リスト 

附近見取図 

配置図 

特記仕様書 

機器リスト 

系統図 
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平面図 

器具リスト 

姿図 

配管図 

積算書（拾い出し表、見積書含む）  

積算内訳明細書 

計算書 

打合わせ記録書 

 

＜杭工事＞   

表紙 

図面リスト 

附近見取図 

配置図 

特記仕様書 

機器リスト 

系統図 

平面図 

器具リスト 

姿図 

配管図 

積算書（拾い出し表、見積書含む）  

積算内訳明細書 

計算書 

打合わせ記録書 
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別紙 10 付保すべき保険の内容 

 

付保すべき保険の内容は、事業者グループの提案によるものとするが、最低限、下記基

準を満たす保険に加入するものとする。また、第三者賠償保険等その他の保険については、

事業者グループで必要と判断するものに加入することとする。 

 

 

建設工事保険、組立保険又は土木工事保険（又は類似の機能を有する共済等を含む。以

下同じ。） 

ただし、建設工事保険…建物の建築を主体とする工事を対象とし、火災保険も含め

るものする（一部に付帯設備工事、土木工事を含む場合も

対象とする。）。 

       組 立 保 険      …建物の付帯設備（電気設備、給排水衛生設備、空気調和設

備その他を含む。）又は機械、機械設備・装置その他あらゆ

る鋼構造物の組立、据付工事を主体とする工事を対象とす

る（一部に建築工事及び土木工事を含む場合も対象とす

る。）。 

       土木工事保険…土木工事を主体とする工事を対象とする（一部に建築工事

及び設備工事を含む場合も対象とする。）。 

 

① 保険契約者 ：事業者グループ又は請負人等 

② 被保険者  ：事業者グループ、請負人等、府を含む  

③ 保険の対象 ：本件の事業契約の対象となっているすべての工事 

④ 保険の期間 ：工事開始予定日を始期とし、府営住宅の引渡日を終期とする。 

⑤ 保険金額  ：工事完成価額（消費税を含む。）とする。 

⑥ 補償する損害：水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害 

 

  

以 上 
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別紙 11 完工時の確認事項 

 

（事業契約（仮契約）締結時までに協議の上定める。）  



 

 

41

別紙 12 竣工図書 

 

（事業契約（仮契約）締結時までに協議の上定める。）  
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